
「地域交通」「歩行空間」のあり方検討の方針（１）大福駅周辺の地域交通の課題１）現状と特性○大福地域は近鉄大福駅から１km程度の範囲に包含されているため、深刻な公共交通不便地域とは言いがたい（現時点では桜井市のコミュニティバスルートに含まれていない）○地域は、比較的平坦な地形であり丘陵地のような不便さは少ない（自転車等での移動が可能）○地域の店舗等は駅周辺に立地しておらず、中和幹線沿道や国道165号沿道に集積しており、現在、自家用車を前提とした日常生活により成り立っている（自家用車が無いと不便） 現在の大福駅周辺の地域交通状況 桜井市コミュニティバス［朝倉台線］・朝9時台から15時台にかけて計６本が運行される。・朝倉台駅を起終点とし、市役所・商業施設、桜井駅北口を経由する。２）検討課題○地域交通の目的等整理 ＜論点＞・地区内から地区外への移動（地区内外の連携）に必要とされる地域交通を検討するにあたっての「住民ニーズ」「目的」「手段」「連携方策」等の整理が必要である。・大福地域は将来の高齢化により、これまでのように商業、医療、生活施設に自家用車でアクセスすることが困難となる世帯が増加すると想定される。・高齢世帯の今後の動向にあわせて、生活の足となる地域交通を検討することが必要である。・このほか地区内に必要とされる地域交通についても検討すべきであり「住民ニーズ」「目このほか地区内に必要とされる地域交通についても検討すべきであり「住民ニーズ」「目このほか地区内に必要とされる地域交通についても検討すべきであり「住民ニーズ」「目このほか地区内に必要とされる地域交通についても検討すべきであり「住民ニーズ」「目的」「手段」等の整理が必要である。的」「手段」等の整理が必要である。的」「手段」等の整理が必要である。的」「手段」等の整理が必要である。⇒地区の将来像※に合致した地域交通のあり方を検討することが必要ではないか※将来像：「既存居住者の高齢化」「若年世帯の流入」「大型店舗等を利用する外部者」等３）今後想定される地域交通等の手段（例）今後、自家用車で移動できない世帯等への対応として、地域交通の準備が何らか必要となる。以下に地域交通等の手段（例）を整理し、各々の長所、短所を上げる手段（例） 運営主体 長 所 短 所広域鉄道（近鉄） 民営 ・大量輸送が可能 ・経路が限定、拡張が不可能 ・乗合場（駅）が限定的・地域交通には馴染まない路線バス（奈良交通） 民営 ・大量輸送が可能 ・経路が限定・採算性との整合・地域限定的な議論が出来ないコミュニティバス 公営 ・地域ニーズの反映が可能・経路が柔軟・地域コミュニティに貢献 ・的確なニーズ把握が必要 ・採算性との整合（公的支援）・長期的な運営スキームが必要タクシー 民営 ・ドアツードアが可能・時間、場所を選ばない ・利用するには高コスト ・地域交通には馴染まないデマンド型交通 公営 ・ドアツードアが可能 ・採算性との整合（公的支援）福祉タクシー 民営 ・生活支援に柔軟対応・高齢者が安心して利用 ・利用者が限定（介護者） ・地域交通には馴染まない自家用車 個人 ・利用が柔軟 ・身体状況により利用不可となる ・地域交通には馴染まないカーシェリング 個人 ・地域コミュニティで活用可能・地域交通の役割が可能 ・身体状況により利用不可となる自転車 個人 ・気軽に利用 ・地域交通には馴染まない電動自転車・三輪車 個人 ・レンタル制度等により可能性が広がる。 ・運営主体がない電動カート 個人 ・レンタル制度等により可能性が広がる。 ・運営主体がない徒歩（歩道） ・地域コミュニティが図れる ・地区内に限定４）導入に向けた進め方（案）＜論点＞・地域交通は、現在桜井市が運営しているコミュニティバスをはじめ、デマンド型の小型車なども考えられるため、地域のニーズに合った交通手段の検討が必要である。・地区内、地区外との地域交通のあり方を検討にあたり、過去・現在・将来における地域の状況（予測）を的確に把握（検証）することが重要となるため、桜井市と協議を進めていく。［考えられる検討例］○桜井市が運営するコミュニティバスのルートの検討など

資料３
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（２）地域公共交通等の留意点（参考）地域交通のあり方検討の方針（課題の整理）・地域交通に関する資料「地域公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアル（H24年3月 国土交通省）」において地域公共交通の導入時の留意点を整理する。
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